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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影システムを使用し、該投影システムと基板との間の空間に液体を供給するように配
置される液体供給システムを有する、前記基板上にパターニング機器からのパターンを投
影するように配置されるリソグラフィ投影装置であって、
　　液体が存在する容積に隣接する開放端部を有するコンジットと、
　　前記コンジットの前記端部と前記容積との間の多孔性部材と、
　　前記多孔性部材の両端に圧力差を生じるように配置される吸込装置とを含む液体除去
システムを備え、
　前記液体除去システムが、前記空間に隣接する容積から液体を除去するように配置され
、
　前記リソグラフィ投影装置がさらに、前記空間の少なくとも一部を囲んでいる部材を含
み、前記コンジットが前記基板に面している前記部材の表面に凹部を備え、前記多孔性部
材が前記凹部を閉ざしており、
　前記部材がさらに、前記基板に面している表面に出口を有する液体供給回路を備えてい
て、そのため前記部材の重量の少なくとも一部を支持するための液体軸受を形成し、該液
体軸受が前記凹部の半径方向内側に位置する、装置。
【請求項２】
　前記部材が、前記空間の周囲に閉じたループを形成し、前記凹部が前記部材の全体の周
囲を延びる、請求項１に記載の装置。
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【請求項３】
　前記部材が、前記基板に面している表面に出口を有するガス供給回路をさらに備えてい
て、そのため前記基板の表面から残留液体を除去するためのガス・ナイフを形成し、前記
ガス・ナイフが前記凹部の半径方向外側に位置する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記部材が、前記凹部と前記ガス・ナイフとの間に位置する入り口を有するガス抽出回
路をさらに備える、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記部材が、前記ガス・ナイフの半径方向外側に位置する入り口を有するガス抽出回路
をさらに備える、請求項３に記載の装置。
【請求項６】
　使用中、前記部材が前記基板の上５０～３００μｍの範囲の高さに支持される、請求項
１に記載の装置。
【請求項７】
　前記コンジットが、前記基板に背を向けている前記部材の表面に凹部を備え、前記多孔
性部材が前記凹部を閉ざしている、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記液体除去システムが液体／ガス分離マニフォールドを備え、前記コンジットが前記
マニフォールドの下部に延びるパイプを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記多孔性部材が５～５０μｍの範囲の直径を有する孔部を有する、請求項１に記載の
装置。
【請求項１０】
　前記多孔性部材が親水性である、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　デバイス製造方法であって、
　投影システムを用いて液体を通して基板上に放射線のパターン化したビームを投影する
段階と、
　少なくとも一部が液体が存在している容積に接している多孔性部材の両端に圧力差を供
給することにより前記容積から液体を除去する段階とを含み、
　前記容積が、前記のパターン化されたビームが投影される前記液体を含む空間に隣接し
ており、
　前記方法がさらに、前記空間の少なくとも一部を囲んでいる部材の前記基板の方を向い
ている表面の凹部を用いて、前記容積から前記液体を除去する段階を含み、前記多孔性部
材が前記凹部を閉ざしており、
　前記方法がさらに、前記基板の方を向いている表面から液体を供給する段階を含み、そ
のため前記部材の重量の少なくとも一部を支持するための液体軸受を形成し、前記液体が
前記凹部の半径方向内側の位置に供給される、方法。
【請求項１２】
　前記部材が、前記空間の周囲に閉じたループを形成し、前記凹部が前記部材の全体の周
囲を延びる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記基板の方を向いている表面からガスを供給する段階をさらに含み、そのため前記基
板の表面から残留液体を除去するためのガス・ナイフを形成し、前記ガスが前記凹部の半
径方向外側の位置に供給される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記凹部と前記ガスが供給される位置との間の位置からガスを除去する段階をさらに含
む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ガスを供給する位置の半径方向外側に位置する位置からガスを除去する段階をさらに含
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む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記部材を基板の上５０～３００μｍの範囲の高さに支持する段階を含む、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記空間の少なくとも一部を囲んでいる部材の前記基板に背を向けている表面の凹部を
用いて前記容積から前記液体を除去する段階を含み、前記多孔性部材が前記凹部を閉ざし
ている、請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記容積を含む液体／ガス分離マニフォールドの下部に延びるパイプを通して前記容積
から前記液体を除去する段階を含む、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リソグラフィ装置およびデバイスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リソグラフィ装置は、基板上に、通常は基板の目標部分上に所望のパターンを形成する
機械である。リソグラフィ装置は、例えば、集積回路（ＩＣ）の製造に使用することがで
きる。その場合、マスクまたはレチクルとも呼ばれるパターニング機器を、ＩＣの個々の
層上に形成される回路パターンを生成するために使用することができる。このパターンは
基板（例えば、シリコン・ウェハ）上の目標部分（例えば、１つまたは数個のダイの一部
を備える）上に移送することができる。パターンの移送は、通常、基板上に塗布された放
射線感光材料（レジスト）の層上に画像を形成することにより行われる。一般的に、１つ
の基板は、連続的にパターン化される隣接する目標部分のネットワークを含む。周知のリ
ソグラフィ装置は、各目標部分が、一度に目標部分上に全パターンを露光することにより
照射されるいわゆるステッパと、所与の方向（「走査」方向）に平行にまたは逆平行に同
期状態で基板を走査しながら、上記走査方向に放射線ビームを通してパターンを走査する
ことにより、各目標部分が照射されるいわゆるスキャナとを含む。また、基板上にパター
ンを印刷することにより、パターンをパターニング機器から基板に移送することもできる
。
【０００３】
　例えば、水のような屈折率が比較的高い液体にリソグラフィ投影装置の基板を浸漬し、
投影システムの最終素子と基板との間の空間を液体で満たす方法も提案されてきた。この
方法の重要な点は、小さなフィーチャの画像形成ができることである。何故なら、液体内
だと露光放射線の波長が短くなるからである。（また、液体の効果は、システムの実効開
口数（ＮＡ）を増大し、焦点深度も増大すると見なすこともできる。）その中に懸濁した
固体の粒子（例えば、クォーツ）を含む水を含む他の浸漬液も提案されてきた。
【０００４】
　しかし、液体の浴内に基板または基板および基板テーブルを浸漬するということは（例
えば、引用によりその全文を本明細書に援用するものとする米国特許第４，５０９，８５
２号参照）、走査露光中に加速しなければならない大量の液体が存在することを意味する
。そのため、追加のまたはもっと強力なモータが必要になり、液体の乱流により望ましく
ないまた予測できない影響が生じる恐れがある。
【０００５】
　提案された解決方法のうちの１つは、液体供給システムのためのものであって、基板の
局部領域上、および投影システムの最終素子と基板との間だけに液体を供給する方法であ
る（基板は、一般的に、投影システムの最終素子よりも広い表面積を有する）。引用によ
りその全文を本明細書に援用するものとするＰＣＴ特許出願第ＷＯ９９／４９５０４号に
、このような配置を行うために提案された１つの方法が開示されている。図２および図３
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に示すように、液体は少なくとも１つの入口ＩＮにより基板上に供給されるが、この供給
は好適には最終素子に対する基板の運動方向に沿って行うことが好ましく、液体は投影シ
ステムの下を通過した後で少なくとも１つの出口ＯＵＴから流出する。すなわち、基板が
素子の下で－Ｘ方向に走査されると、素子の＋Ｘ側で液体が供給され、－Ｘ側に移動する
。図２は、液体が入り口ＩＮを通して供給され、低圧源に接続している出口ＯＵＴにより
素子の他方の側に移動する装置の略図である。図２においては、液体は、最終素子に対し
て基板の運動方向に沿って供給されるが、必ずしもこのようにする必要はない。最終素子
の周囲に種々の方向を向けて、種々の数の入り口および出口を位置させることができる。
図３はその一例を示す。この例の場合には、最終素子の周囲の規則的なパターンのどちら
かの側に、１つの出口を有する４組の入り口が設けられている。
【０００６】
　本発明の浸漬リソグラフィ装置の場合には、浸漬液の除去は、通常、二相流、すなわち
周囲ガス（例えば、空気）または浸漬液を閉じ込めるために使用しているガス・シールか
らのガスを含む浸漬液の混合物を含む。このような二相流は安定性が非常に低く、特に浸
漬液を閉じ込めるために、またはすべての液体を確実に収集する目的で、強力なガス流を
生成するために大きな圧力差を使用した場合には、それによる振動は望ましいものではな
い。また、高圧ガス流は、基板上に残っている液体を蒸発により乾燥し、熱勾配を引き起
こす恐れもある。干渉計ビームの通路に流れ込むガス流も、基板テーブルの位置の測定精
度に影響を与える恐れがある。何故なら、干渉計は、温度、圧力および湿度の変化が引き
起こすような干渉計ビームの通路内のガスの屈折率の変化に非常に敏感であるからである
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　それ故、例えば、基板の近くから液体を効果的に除去し、有意な振動および他の外乱を
起こさない装置があれば有利である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　ある態様によれば、本発明は、投影システムを使用し、投影システムと基板との間の空
間に液体を供給するように配置される液体供給システムを有する、基板上にパターニング
機器からパターンを投影するように配置されるリソグラフィ投影装置を提供する。このリ
ソグラフィ投影装置は液体除去システムを備え、該液体除去システムは、
　液体を含んでいる容積に隣接する開放端部を有するコンジット（導管）と、
　コンジットの端部と容積との間の多孔性部材と、
　多孔性部材の両端に圧力差を生じるように配置される吸込装置と
を含む。
【０００９】
　ある態様によれば、本発明はデバイス製造方法を提供する。このデバイス製造方法は、
　投影システムを用いて液体を通して基板上にパターン化した放射線のビームを投影する
段階と、
　容積に少なくとも一部が隣接している多孔性部材の両端に圧力差を供給することにより
上記容積から液体を除去する段階とを含む。
【００１０】
　添付の略図を参照しながら本発明の実施形態について以下に説明するが、これは単に例
示としてのものに過ぎない。図面中、対応する参照符号は対応する部材を示す。
【実施例】
【００１１】
　図１は、本発明のある実施例によるリソグラフィ装置の略図である。この装置は、
　放射線ビームＰＢ（例えば、ＵＶ放射線またはＤＵＶ放射線）を調整するように構成さ
れている照明システム（照明装置）ＩＬと、
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　パターニング機器（例えば、マスク）ＭＡを支持するように作られていて、いくつかの
パラメータによりパターニング機器を正確に位置決めするように構成されている第１の位
置決め装置ＰＭに接続している支持構造（例えば、マスク・テーブル）ＭＴと、
　基板（例えば、レジストで被覆されたウェハ）Ｗを保持するように作られていて、いく
つかのパラメータにより基板を正確に位置決めするように構成されている第２の位置決め
装置ＰＷに接続している基板テーブル（例えば、ウェハ・テーブル）ＷＴと、
　基板Ｗの目標部分Ｃ（例えば、１つまたは複数のダイを備えている）上にパターニング
機器ＭＡにより、放射線ビームＰＢに与えるパターンを投影するように構成されている投
影システム（例えば、屈折投影レンズ・システム）ＰＬとを備える。
【００１２】
　照明システムは、放射線をある方向に向け、整形し、または制御するための屈折、反射
、磁気、電磁気、静電または他のタイプの光学構成要素、またはこれらの任意の組合わせ
のような種々のタイプの光学構成要素を含むことができる。
【００１３】
　支持構造は支持する、すなわち、パターニング機器の重量を支える。支持構造は、パタ
ーニング機器の向き、リソグラフィ装置の設計、および例えば、パターニング機器が真空
環境内で保持されるのかどうかというような他の条件に依存する方法でパターニング機器
を保持する。支持構造は、パターニング機器を保持するために、機械的、真空、静電また
は他の締付け技術を使用することができる。支持構造は、例えば、必要に応じて固定また
は移動することができるフレームまたはテーブルであってもよい。支持構造は、例えば、
投影システムに対して、パターニング機器を所望の位置に確実に位置させることができる
。「レチクル」または「マスク」という用語が本明細書内のどこかで使用されている場合
には、もっと一般的な用語である「パターニング機器」と同じものであると見なすことが
できる。
【００１４】
　本明細書で使用する「パターニング機器」という用語は、放射線ビームを、基板の目標
部分にパターンを生成するようなその断面図のパターンの形にするために使用することが
できる任意の機器を指すものと広義に解釈すべきである。放射線ビームに与えられたパタ
ーンは、例えば、パターンが位相シフト・フィーチャまたはいわゆる補助フィーチャを含
んでいる場合には、基板の目標部分の所望のパターンに正確に対応しない場合があること
に留意されたい。一般的に、放射線ビームに与えられたパターンは、集積回路のような目
標部分で生成されるデバイスの特定の機能層に対応する。
【００１５】
　パターニング機器は透過性のものであっても反射性のものであってもよい。パターニン
グ機器の例としては、マスク、プログラマブル・ミラー・アレイ、およびプログラマブル
ＬＣＤパネル等がある。マスクはリソグラフィで周知のものであり、２進交互位相シフト
および減衰位相シフトおよび種々のハイブリッド・マスク・タイプのようなマスク・タイ
プを含む。プログラマブル・ミラー・アレイの一例は、異なる方向に入射放射線ビームを
反射するように、それぞれを個々に傾斜させることができる小さなミラーのマトリックス
配置を使用する。傾斜したミラーは、ミラー・マトリックスにより反射した放射線ビーム
をあるパターンの形にする。
【００１６】
　本明細書で使用する「投影システム」という用語は、使用する露光放射線、または浸漬
液の使用または真空の使用のような他の要因に適している屈折光学システム、反射光学シ
ステム、反射屈折光学システム、磁気光学システム、電磁光学システムおよび静電光学シ
ステムまたはこれらの任意の組合わせを含む任意のタイプの投影システムを含むものとし
て広義に解釈すべきである。本明細書内のどこかで「投影レンズ」という用語が使用され
ている場合には、もっと一般的な用語である「投影システム」と同じものであると見なす
ことができる。
【００１７】
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　本明細書で説明する場合には、装置は、透過性タイプのもの（例えば、透過性マスクを
使用する）である。別の方法としては、装置は反射性タイプのもの（例えば、上記タイプ
のプログラマブル・ミラー・アレイを使用する、または反射性マスクを使用する）であっ
てもよい。
【００１８】
　リソグラフィ装置は、２つ（二重ステージ）またはもっと多くの基板テーブル（および
／または２つ以上のマスク・テーブル）を有するタイプであってもよい。このような「多
重ステージ」機械の場合には、追加のテーブルを並列に使用することができ、または準備
工程を、１つまたは複数の他のテーブルを露光に使用しながら、１つまたは複数のテーブ
ル上で実行することができる。
【００１９】
　図１を参照すると、照明装置ＩＬは、放射線源ＳＯから放射線ビームを受光する。この
放射線源およびリソグラフィ装置は、例えば、放射線源がエキシマ・レーザの場合のよう
に、別々の構成であってもよい。このような場合、放射線源は、リソグラフィ装置の一部
を形成するものとは見なされず、放射ビームは、例えば、適当な方向づけミラーおよび／
またはビーム・エクスパンダを備えるビーム供給システムＢＤの助けを借りて、放射線源
ＳＯから照明装置ＩＬに通過する。他の場合、放射線源は、例えば、放射線源が水銀ラン
プである場合のように、リソグラフィ装置の一部であってもよい。放射線源ＳＯと照明装
置ＩＬは、必要な場合には、ビーム供給システムＢＤと一緒に放射システムと呼ぶ場合も
ある。
【００２０】
　照明装置ＩＬは、放射線ビームの角度輝度分布を調整するための調整手段ＡＭを備える
ことができる。通常、照明装置の瞳面内の輝度分布の少なくとも外部および／または内部
半径範囲（通常、それぞれσアウタおよびσインナと呼ばれる）を調整することができる
。さらに、照明装置ＩＬは、インテグレータＩＮおよびコンデンサＣＯのような種々のタ
イプの他の構成要素を備えることができる。照明装置は、その断面で所望の均一性および
輝度分布を達成する目的で、放射線ビームを調整するために使用することができる。
【００２１】
　放射線ビームＰＢは、支持構造（例えば、マスク・テーブルＭＴ）上に保持されている
パターニング機器（例えば、マスクＭＡ）上に入射し、パターニング機器によりパターン
化される。マスクＭＡを横切った後で、放射線ビームＰＢは投影システムＰＬを通過し、
投影システムＰＬはビームの焦点を基板Ｗの目標部分Ｃ上に結ぶ。以下にさらに詳細に説
明する浸漬フードＩＨは、投影システムＰＬの最終素子と基板Ｗとの間の空間に浸漬液を
供給する。
【００２２】
　第２の位置決め装置ＰＷおよび位置センサＩＦ（例えば、干渉計装置、リニア・エンコ
ーダまたは容量性センサ）により、例えば、放射線ビームＰＢの通路内の異なる目標部分
Ｃを位置決めするために、基板テーブルＷＴを正確に移動することができる。同様に、第
１の位置決め装置ＰＭおよびもう１つの位置センサ（図１に明示的に示されていない）を
、例えば、マスク・ライブラリからの機械的検索の後、または走査中に、放射線ビームＰ
Ｂの通路に対してマスクＭＡを正確に位置決めするために使用することができる。一般的
に、マスク・テーブルＭＴは、第１の位置決め装置ＰＭの一部を形成しているロング・ス
トローク・モジュール（粗動位置決め）およびショート・ストローク・モジュール（微動
位置決め）により移動させることができる。同様に、基板テーブルＷＴは、第２の位置決
め装置ＰＷの一部を形成しているロング・ストローク・モジュールおよびショート・スト
ローク・モジュールにより移動させることができる。ステッパの場合には（スキャナとは
反対に）、マスク・テーブルＭＴをショート・ストローク・アクチュエータだけに接続す
ることもできるし、または固定することもできる。マスクＭＡおよび基板Ｗは、マスク・
アラインメント・マークＭ１、Ｍ２および基板アラインメント・マークＰ１、Ｐ２により
整合することができる。図に示すように、基板アラインメント・マークは、専用の目標部
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分を占めているが、これらのマークは目標部分（スクライブ・レーン・アラインメント・
マークと呼ばれる）間の空間内に位置させることもできる。同様に、マスクＭＡ上に２つ
以上のダイが位置している場合には、マスク・アラインメント・マークをダイの間に位置
させることができる。
【００２３】
　図の装置は下記のモードのうちの少なくとも１つで使用することができる。
【００２４】
１．ステップ・モードの場合には、マスク・テーブルＭＴおよび基板テーブルＷＴは本質
的に固定されていて、一方、投影ビームに与えられた全パターンが、１回で（すなわち、
１回の静的露光で）目標部分Ｃ上に投影される。基板テーブルＷＴは、次に、Ｘおよび／
またはＹ方向に動かされ、そのため異なる目標部分Ｃを露光することができる。ステップ
・モードの場合には、露光フィールドの最大サイズにより１回の静的露光で画像形成され
る目標部分Ｃのサイズが制限される。
【００２５】
２．走査モードの場合、マスク・テーブルＭＴおよび基板テーブルＷＴは同期状態で走査
され、一方、投影ビームに与えられたパターンが、目標部分Ｃ上に投影される（すなわち
、１回の動的露光）。マスク・テーブルＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度および方向
は、拡大（縮小）および投影システムＰＬの画像の逆特性により決定することができる。
走査モードの場合には、露光フィールドの最大サイズにより１回の動的露光の際の目標部
分の（走査方向でない方向の）幅が制限され、一方、走査運動の長さにより目標部分の（
走査方向の）高さが決まる。
【００２６】
　３．他のモードの場合、マスク・テーブルＭＴは、プログラマブル・パターニング機器
を保持する本質的に固定状態に維持され、基板テーブルＷＴは、放射ビームに与えられた
パターンの形が目標部分Ｃ上に投影されている間に移動または走査される。このモードの
場合、通常、パルス放射線源が使用され、プログラマブル・パターニング機器が、基板テ
ーブルＷＴの各運動の後で、または走査中の連続放射パルスの間に必要に応じて更新され
る。この動作モードは、上記タイプのプログラマブル・ミラー・アレイのようなプログラ
マブル・パターニング機器を使用し、マスクを使用しないリソグラフィに容易に適用する
ことができる。
【００２７】
　上記の使用モードの組合わせおよび／または変更したもの、または全然異なる使用モー
ドを使用することもできる。
【００２８】
　図４は、局在化液体供給システムによるもう１つの浸漬リソグラフィ解決方法を示す。
液体は、投影システムＰＬのどちらかの側上の２つの溝入口ＩＮを通して供給され、入口
ＩＮの外側に半径方向に配置されている複数の個々の出口ＯＵＴを通して除去される。入
り口ＩＮおよび出口ＯＵＴは、その中央に孔部を有し、投影ビームが投影される１つの平
面内に配置することができる。液体は投影システムＰＬの一方の側上の１つの溝入口ＩＮ
を通して供給され、投影システムＰＬの他方の側上の複数の個々の出口ＯＵＴを通して除
去され、投影システムＰＬと基板Ｗとの間に液体の薄いフィルムの流れを形成する。入口
ＩＮおよび出口ＯＵＴを使用するための組合わせの選択は、基板Ｗの運動方向により異な
る（入口ＩＮおよび出口ＯＵＴの他の組合わせは作動しない）。
【００２９】
　今までに提案された局在化液体供給システム解決方法によるもう１つの浸漬リソグラフ
ィの解決方法は、投影システムの最終素子と基板テーブルとの間の空間の境界の少なくと
も一部に沿って延びるシール部材を含む液体供給システムを提供する方法である。図５は
このような解決方法を示す。シール部材は、ＸＹ面内の投影システムに対してほぼ固定さ
れているが、Ｚ方向（光軸の方向）にある程度相対運動を行うことができる。シールはシ
ール部材と基板の表面との間に生成される。
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【００３０】
　図５を参照すると、リザーバ１０は、投影システムの画像フィールドの周囲の基板に対
して接点のないシールを形成し、そのため液体が閉じ込められ、基板表面と投影システム
の最終素子との間の空間を満たす。リザーバは、投影システムＰＬの最終素子の下および
周囲に位置するシール部材１２により形成される。液体は投影システムの下の空間および
シール部材１２内の空間に入る。シール部材１２は、投影システムの最終素子の少し上を
延びていて、液体レベルは、最終素子の上に上昇し、そのため液体のバッファが形成され
る。シール部材１２は、内周縁部を有し、この内周縁部は、ある実施例の場合には、上端
部のところで投影システムまたはその最終素子の形状と密着していて、例えば丸い形をし
ていてもよい。底部のところで、内周縁部は、例えば長方形の画像フィールドの形状に密
着している。しかし、必ずしもそうである必要はない。
【００３１】
　液体は、シール部材１２の底部と基板Ｗの表面との間のガス・シール１６によりリザー
バ内に閉じ込められる。ガス・シールは、例えば空気または合成空気のようなガスにより
形成されるが、ある実施例の場合には、Ｎ２（窒素ガス）または他の不活性ガスが、圧力
により入り口１５を通してシール部材１２と基板との間のギャップ内に導入され、第１の
出口１４を通して抽出される。ガスの入り口１５上の過度の圧力、第１の出口１４上の真
空レベルおよびギャップの幾何学的形状は、液体を閉じ込める内側への高速ガス流ができ
るように配置されている。引用によりその全文を本明細書に援用するものとする米国特許
出願第１０／７０５，７８３号にこのようなシステムが開示されている。
【００３２】
　図６および図６の一部の拡大図である図７は、本発明のある実施例による液体除去装置
２０を示す。液体除去装置２０は、若干低い圧力ｐｃに維持されていて、浸漬液で満たさ
れているチャンバを備える。チャンバの下面は、例えば、５～５０μｍの範囲内の直径ｄ

ｈｏｌｅを有する多数の小さな孔部を有する薄板２１により形成されていて、例えば、基
板Ｗの表面のような液体が除去される表面の上５０～３００μｍの範囲内の高さｈｇａｐ

のところに維持される。ある実施形態の場合には、有孔板２１は少なくとも若干親水性で
ある。すなわち、例えば、水のような浸漬液に対して９０度未満の接触角を有する。
【００３３】
　低圧ｐｃは、有孔板２１内の孔部内に形成されたメニスカス２２が、ガスが液体除去装
置のチャンバ内に下降するのを防止するようなレベルの圧力である。しかし、板２１が基
板Ｗ上の液体と接触すると、流れを制限するメニスカスがなくなり、液体は液体除去装置
のチャンバ内に自由に流入することができる。このような装置は、基板Ｗの表面から大部
分の液体を除去することができるが、図に示すように、液体の薄いフィルムは残る。
【００３４】
　液体の除去を改善し、または最大にするために、有孔板２１はできるだけ薄くなければ
ならないし、液体内の圧力ｐｇａｐとチャンバ内の圧力ｐｃとの間の圧力差はできるだけ
大きくなければならないが、一方、ｐｃとギャップ内のガスの圧力Ｐａｉｒの間の圧力差
は十分に低く、有意な量のガスが液体除去装置２０内に下降するのを防止できなければな
らない。液体除去装置内へのガスの下降はいつでも防止できるものではないが、有孔板は
、振動を起こすかもしれない大きな均一でない流れを防止する。電鋳、フォトエッチング
および／またはレーザカットで作ったマイクロ篩を、板２１として使用することができる
。オランダのＥｅｒｂｅｅｋのＳｔｏｒｋ　Ｖｅｃｏ　Ｂ．Ｖ．社から適当な篩が市販さ
れている。孔部のサイズが使用中にかかる圧力差でメニスカスを維持するのに適当な大き
さである限りは、他の多孔板または多孔性材料の固体ブロックも使用することができる。
【００３５】
　図８は、本発明の特定の実施例による浸漬フードＩＨのシール部材１２が内蔵する液体
除去装置である。図８は、投影システムＰＬ（図８に図示せず）の露光フィールドの少な
くとも一部を囲むリング（本明細書で使用する場合には、円形でも、長方形でもまたは任
意の他の形をしていてもよい）を形成しているシール部材１２の一方の側面の断面図であ
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る。この実施例の場合には、液体除去装置２０は、シール部材１２の下面の最も内側の縁
部近くのリングの形をしているチャンバ３１により形成されている。チャンバ３１の下面
は、すでに説明したように、多孔板３０により形成されている。リング状のチャンバ３１
は、チャンバから液体を除去し、所望の低圧を維持するために、適当な１台のポンプまた
は複数のポンプに接続している。使用中、チャンバ３１は液体で満たされるが、図面を分
かりやすくするためにこの図では空になっている。
【００３６】
　リング状のチャンバ３１の外部には、ガス抽出リング３２およびガス供給リング３３が
位置する。ガス供給リング３３は、その下部に狭いスリットを有し、例えば、空気、人工
の空気またはフラッシング・ガスのようなガスを、スリットから流出するガスがガス・ナ
イフ３４を形成するような圧力で供給する。ガス・ナイフを形成しているガスは、ガス抽
出リング３２に接続している適当な真空ポンプにより抽出され、そのため結果としてのガ
ス流が、残った液体を内側に押して、そこで液体は、浸漬液の蒸気および／または液体の
小滴に耐えることができなければならない液体除去装置および／または真空ポンプにより
除去することができる。しかし、大部分の液体は液体除去装置２０により除去されるので
、真空システムを介して除去された少量の液体は、振動を起こす恐れがある不安定な流れ
を発生しない。
【００３７】
　本明細書においては、チャンバ３１、ガス抽出リング３２、ガス供給リング３３、およ
び他のリングをリングと呼ぶが、これらのリングは露光フィールドを囲んでいる必要もな
いし、完全なリングでなくてもよい。ある実施例の場合には、このような入口および出口
は、単に円形であっても、長方形であっても、例えば、図２、図３および図４に示すよう
に、露光フィールドの１つまたは複数の側面に沿って部分的に延びる他のタイプの素子で
あってもよい。
【００３８】
　図８の装置の場合には、ガス・ナイフを形成しているガスの大部分は、ガス抽出リング
３２を通して抽出されるが、ガスの一部は浸漬フードの周囲の環境内に流れることができ
、干渉計の位置測定システムＩＦを擾乱する恐れがある。このような擾乱は、図８Ａに示
すように、ガス・ナイフの外部に追加のガス抽出リング３５を設置することにより防止す
ることができる。
【００３９】
　この実施例の場合には、液体除去システムは、基板Ｗまたは基板テーブルＷＴの表面の
上５０～３００μｍの高さのところで、全部でなくても大部分の浸漬液を除去することが
できるので、浸漬液を閉じ込めるために気体軸受を使用する場合と比較すると、シール部
材の垂直位置に対する厄介な要件が低減する。このことは、シール部材を、もっと簡単な
作動および制御システムに垂直に設置することができることを意味する。このことは、ま
た、基板テーブルおよび基板の平面度に対する要件が低減し、基板テーブルＷＴの上表面
に設置しなければならないセンサのような機器の組立てがより簡単になることも意味する
。
【００４０】
　蒸発によらないで大部分の液体を除去できるということは、また、温度勾配が緩やかに
なり、いわゆる印刷誤差を起こす恐れがある基板の熱による変形を避けることができるこ
とを意味する。例えば、約１００～５００ｍｂａｒの圧力降下および約２０～２００リッ
トル／分の流速と組合わせて、約５０～７５％の相対湿度でガス・ナイフ内で湿ったガス
を使用することにより、蒸発をさらに最小限度に低減することもできる。
【００４１】
　図９～図１１は、本発明のこの実施例の変形例を示す。これらの変形例は、多孔板３０
の形状に関する点を除けば、上記実施例と同じである。
【００４２】
　図９に示すように、多孔板３０ａは、少しの角度をつけて設置することができ、そのた
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めこの板は外部の方が高い。露光フィールドの中心から遠ざかるにつれて増大する多孔板
３０ａと基板Ｗまたは基板テーブルＷＴ間のギャップは、メニスカス１１ａの形状を変化
させ、液体内に浸漬する面積が多かれ少なかれ一定の幅を確実に有するのを助ける。
【００４３】
　図１０および図１１に示す変形例の場合には、鋭角のコーナー３５は、鋭角のコーナー
のところの表面張力により保持されるメニスカス１１ａの位置を制限するために使用され
る。鋭角のコーナーは、図１０に示すように鈍角であってもよいし、図１１に示すように
直角であってもよい。ガス抽出リング３２の形は必要に応じて調整することができる。
【００４４】
　図１２は、図８に類似の図面であり、発明の他の特定の実施例によるシール部材を示す
。
【００４５】
　図１２の実施例の場合には、別々のアクチュエータの代わりに、シール部材１２の少な
くとも一部を支持するために、液体軸受３６を使用している。液体軸受または動圧軸受３
６は、周知の方法で液体供給チャンバ３７に圧力下で供給される浸漬液により形成される
。液体は、二相流を処理することができる適当なポンプ（図示せず）に接続している二相
抽出チャンバ３８を介して除去される。ガス・ナイフ３４は、上記実施例と同じ方法で浸
漬液を閉じ込める。
【００４６】
　液体軸受３６を使用することにより、シール部材１２を基板Ｗまたは基板テーブルＷＴ
の上約５０～２００μｍの高さのところに維持することができ、すでに説明したように、
制御および平面度に対する要件が低減される。同時に、二相抽出によりシール部材１２内
に形成しなければならないチャンバの数、およびシール部材に設置しなければならないホ
ースの数が少なくてすむようになる。
【００４７】
　多孔板３０は、その中へのガスおよび液体の流れを制御するために、二相抽出チャンバ
３８の底部を横切って設置されている。この板内の孔のサイズ、数および配置を適当に選
択することにより、二相流が安定し、振動を起こす恐れがある不均一な流れが発生するの
を避けることができる。この実施例でのように、マイクロ篩を板３０として使用すること
ができる。
【００４８】
　上記実施例のところで説明したように、浸漬液１１のメニスカスの位置を制御するため
に、傾斜または鋭角の縁部を多孔板３０に設けることができる。この場合も、高い湿度に
よりすべての残留液体を除去することができ、大きな流れのガス・ナイフ３４およびガス
・ナイフの圧力もメニスカスの位置を制御するために使用することができる。
【００４９】
　本発明のこの実施例および他の実施例の場合には、浸漬液内に位置するシール部材の一
部の形状は、シール部材１２の垂直方向の運動を所望する程度減速するために調整するこ
とができる。より詳細に説明すると、狭い通路内に液体１１を閉じ込めるシール部材の一
部の幅Ｌｄａ、すなわち面積は、所望の減速を行うことができるように選択することがで
きる。減速の程度は、減速領域の面積、基板Ｗまたは基板テーブルＷＴ上のその高さｈｄ

ａ、浸漬液の密度ρ、およびその粘度ηにより決まる。減速をすることにより、例えば、
不均一な液体の流れによる振動によるシール部材の位置の変動を低減することができる。
【００５０】
　多孔板４１は、また、図１３に示すように、オーバーフロー・ドレン４０内の流れを制
御するためにも使用することができる。図１３のオーバーフロー・ドレンは、本明細書で
説明する本発明のすべての実施例で使用することができる。オーバーフロー・ドレンは、
シール部材１２の中心から比較的大きな半径のところのシール部材１２の上表面に設置さ
れる。投影システムＰＬの最終素子と基板Ｗとの間の空間が浸漬液で溢れた場合には、過
度の液体は、シール部材１２の頂部上にまたドレン４０内に流れ込む。ドレン４０は、通
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常、液体で満たされていて、若干低い圧力に維持される。多孔板４１は、ガスがオーバー
フロー・ドレンに下降するのを防止するが、必要な場合には、液体は流出することができ
る。また、多孔板は、水平方向に対して小さな角度に設置することができる。
【００５１】
　また、多孔性分離装置を、浸漬フードＩＨからの二相流を受け入れる液体ドレン・シス
テム内に設置されているマニフォールド５０で使用することもできる。図１４に示すよう
に、二相流５１は、液体およびガスが分離されるマニフォールド・チャンバ５１内に放出
される。ガスは、適当な真空ポンプおよび圧力コントローラにより約－０．１ｂａｒｇの
圧力に維持されているガス出口５２によりマニフォールドの頂部から除去される。液体除
去パイプ５３は、マニフォールドの底部近くまで延びていて、多孔板５４により閉ざされ
ている。液体除去パイプ５３は、例えば、約－０．５ｂａｒｇのような多孔板５４の泡立
ち点以下の圧力に維持される。この配置により、マニフォールド内の液体レベルがパイプ
５３の底部以下にたとえ下がっても、ガスはその中に流入しないで、浸漬フードＩＨに伝
搬し擾乱を起こすかもしれないマニフォールド５０の圧力の望ましくない変動を防止する
。
【００５２】
　図１５は、マニフォールドの変形例を示す。下記の点を除けば図１４と同じこの変形例
の場合には、マニフォールドはその周囲から熱的に絶縁されている。マニフォールドを通
る真空の流れにより、浸漬液が蒸発し、冷却が行われる。マニフォールドを基準または計
測フレームのようなリソグラフィ装置の感温部の近くにまたは熱的に接触状態に設置する
と、このような冷却により望ましくない影響が起こる場合がある。
【００５３】
　それ故、マニフォールドは、内部タンク５０ａと外部タンク５０ｂの壁部間に例えば水
のような温度が制御された液体の流れを含む内部タンク５０ａおよび外部タンク５０ｂか
らなる二重壁タンクとして形成される。温度が制御された液体は、入り口５５から流入し
、出口５６から流出する。一連のバッフル５７が２つのタンクの壁部間の空間内に配置さ
れていて液体が確実に停滞しないようにしている。二重壁のタンクによる断熱材を通して
熱が伝導するのを防止するために、バッフルは内部タンクにも外部タンクにも接触してい
ない。温度が制御された液体の流速は、外部タンク５０ｂの温度偏差が確実に任意の近く
の感温構成要素の制限内にあるように決定される。エア・ギャップまたは追加の断熱材も
、好適には、外部タンクと任意の近くの感温構成要素間に設置することが好ましい。
【００５４】
　図１６は、本発明の実施例で使用することができる液体供給システム６０を示す。この
液体供給システムは、直列に例えば超純粋な液体のｆａｂ供給のような浸漬液源６１と、
定流制限器６２と、可変流制限器６３と、浸漬フードＩＨの直前に位置する外部タップ、
可変流制限器６５および定流制限器６６を有する圧力調整器６４とを備える。圧力調整器
６４用のパイロット・ラインは、可変流制限器６５の下流に接続しているので、定流制限
器６６への入力は一定の圧力で供給され、そのため浸漬フードへの流れは定圧および定速
となる。
【００５５】
　図１７は、もう１つの液体供給システム６０’を示す。この液体供給システムは、下記
の点を除けばシステム６０と同じである。調整器６４および固定制限器６６の代わりに、
順方向圧力調整器６７および逆方向圧力調整器６８が設置されている。また、２つの圧力
計６９ａ、６９ｂも設置されている。順方向圧力調整器６７は、その下流の圧力を所定の
レベルに維持し、逆方向圧力調整器はその上流の圧力を所定のレベルに維持する。両方の
場合、流速は無関係である。それ故、可変流制限は、一定の上流圧力および一定の下流圧
力で動作して不安定になるのを防止する。流速は、監視のために使用することもできる圧
力センサ６９ａ、６９ｂにより、圧力調整器６７、６８および可変流制限器６５が設定し
た圧力レベルを調整することにより調整することができる。
【００５６】
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　リソグラフィ装置においては、基板は、その主表面上に多数の小さな突起または隆起を
有する直径が基板と同じ平らな板を備える基板ホルダ（よく突起板、隆起板またはチャッ
クとも呼ばれる）により保持される。基板ホルダは、基板テーブル（ミラー・ブロック）
の凹部内に位置していて、基板は基板ホルダの頂部上に置かれる。基板テーブルとホルダ
との間の空間、およびホルダと基板との間の空間が真空になり、そのため基板およびホル
ダは、基板上の大気圧により正しい位置に固定される。基板テーブルの凹部は、基板サイ
ズおよび設置のバラツキに対応するために、当然基板ホルダおよび基板よりも若干大きい
。それ故、浸漬液を収集することができる狭い溝すなわちトレンチが基板の縁部の周囲に
設けられている。溝すなわちトレンチ内に位置している場合には、液体は悪影響を及ばさ
ないが、浸漬フード内の気体軸受またはガス・ナイフにより溝から吹きこぼれる場合があ
る。浸漬フードの下の液体メニスカスがそれによる基板または基板テーブル上の液滴と遭
遇した場合、泡を発生する恐れがある。
【００５７】
　基板ホルダは、一般的に、ＺｅｒｏｄｕｒまたはＵＬＥのような熱膨張係数が低い材料
からできている。いくつかのこのような材料は多孔性であり、その場合、表面の孔部は液
体で満たされ、汚染物が孔部に入るのを防止する。しかし、基板ホルダの縁部および／ま
たは周辺領域の周囲の表面の孔部を液体で満たさないことが提案されている。この場合、
基板ホルダを浸漬リソグラフィ装置で使用する場合には、溝に入る浸漬液は基板ホルダの
孔部に入り、気体軸受またはガス・ナイフにより吹きこぼれない。基板ホルダが開いたセ
ル状の構造を有している場合には、その孔部に入っている浸漬液は、基板およびホルダを
テーブルに固定している真空システムにより除去することができる。
【００５８】
　図１８に示すように、親水性の壁部７２を有する細い毛細管７１を介して液体だけが抽
出される容積に接続している抽出チャネル７０は、例えば、水のような液体が適当な低い
圧力ｐにより抽出されるが、液体が容積内に存在しない場合には、メニスカス７３を、例
えば空気のようなガスが進入するのを防止するように配置することができる。反対に、図
１９に示すように、疎水性の壁部８２を有する毛細管８１を介して容積に接続している抽
出チャネル８０は、例えば空気のようなガスを抽出するが、例えば、水のような液体が存
在する場合には、メニスカス８３はそれ以上の流れを防止する。これらの配置のために必
要な低圧ｐの正確なレベルは、関連する液体およびガス、毛細管のサイズおよび毛細管の
壁部への液体の接触角により異なる。しかし、幅０．０５ｍｍの毛細管の場合には、水ま
たは空気を選択的に抽出することができるようにするには、２０ｍｂａｒの低圧が適して
いる。
【００５９】
　このタイプの抽出装置は、リソグラフィ装置の任意の所望の部分から液体またはガスを
選択的に除去するために使用することができる。図２０ａ～ｄは、特に有利な使用方法を
示す。この場合、液体抽出チャネル７０およびガス抽出チャネル８０は、両方とも、基板
Ｗの縁部の周囲の基板テーブルＷＴのトレンチに接続している。基板の縁部が投影レンズ
の下に位置する場合、すなわちトレンチが液体で満たされている場合には、チャネル７０
は液体を抽出し、そのため液体は下方に流れる。これにより、例えば、不完全な充填によ
り、トレンチ内に位置するすべての泡が下方に吸い取られる。これにより泡はある位置に
送られ、そこでチャネル８０を介してガスを抽出することができるが、泡はチャネル７０
には入らない。基板の縁部がもはや投影レンズの下に位置していない場合には、トレンチ
は急速に空になる。このようにして、泡の流出が画像形成の干渉するのが防止される。液
体の流れとガスの流れとを分離することにより、振動を起こす恐れがある不安定な状況を
避けることができ、蒸発による冷却効果を最小限度に低減することができる。
【００６０】
　欧州特許出願第０３２５７０７２．３号に、ツインまたは二重ステージ浸漬リソグラフ
ィ装置のアイデアが開示されている。このような装置は、基板を支持するための２つのテ
ーブルを備える。浸漬液を使用しないで、第１の位置でテーブルにより平面度測定が行わ
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れ、浸漬液を使用して第２の位置でテーブルにより露光が行われる。別の方法としては、
装置はテーブルを１つだけ有する。
【００６１】
　本明細書において、ＩＣ製造の際のリソグラフィ装置の使用について特に参照する場合
があるが、本発明のリソグラフィ装置は、集積光学システム、磁気領域メモリ用の案内お
よび検出パターン、フラットパネル・ディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜
磁気ヘッド等の製造のような他の用途にも使用することができることを理解されたい。当
業者であれば、このような別の用途の場合、本明細書で使用する「ウェハ」または「ダイ
」という用語は、それぞれもっと一般的な用語である「基板」または「目標部分」と同義
語であると見なすことができることを理解することができるだろう。本明細書における基
板は、例えば、トラック（通常、基板にレジストの層を塗布し、露光したレジストを現像
するツール）、計測ツールおよび／または検査ツールのような露光の前後で処理すること
ができる。適用できる場合には、本明細書の開示を、上記および他の基板処理ツールに適
用することができる。さらに、基板を、例えば、多層ＩＣを形成するために２回以上処理
することができる。そのため、本明細書で使用する基板という用語は、多重処理層をすで
に含んでいる基板を意味する場合もある。
【００６２】
　本明細書で使用する「放射線」および「ビーム」という用語は、紫外線（ＵＶ）放射線
（例えば、約３６５、２４８、１９３、１５７または１２６ｎｍの波長を有する）を含む
すべてのタイプの電磁放射線を含む。
【００６３】
　「レンズ」という用語は、前後関係からそう解釈できる場合には、屈折性および反射性
光学構成要素を含む種々のタイプの光学構成要素のうちの任意のものまたは組合わせを意
味する。
【００６４】
　今まで本発明の特定の実施例について説明してきたが、本発明は上記以外の方法でも実
行することができることを理解することができるだろう。例えば、適用できる場合には、
本発明は、上記方法を記述している機械読み取り可能命令の１つまたは複数のシーケンス
を含むコンピュータ・プログラムの形をとることもできるし、またはその内部にこのよう
なコンピュータ・プログラムを記憶しているデータ記憶媒体（例えば、半導体メモリ、磁
気または光ディスク）の形をとることもできる。
【００６５】
　本発明は、任意の浸漬リソグラフィ装置、特に上記タイプを含むがこれに限定されない
浸漬リソグラフィ装置に適用することができる。この装置で使用する浸漬液は、使用する
露光放射線の所望の特性および波長により異なる組成を有することができる。１９３ｎｍ
の露光波長の場合には、超純水または水をベースとする組成を使用することができ、その
ため浸漬液は、場合により水と呼ばれ、親水性、疎水性、湿度等のような水に関連する用
語を使用することができる。しかし、本発明の実施形態は、他のタイプの液体と一緒に使
用することもでき、その場合には、このような水に関連する用語を、使用する浸漬液に関
連する等価の用語に置き換えることができると考えられたい。
【００６６】
　上記説明は例示としてのものであって本発明を制限するものではない。それ故、当業者
であれば、添付の特許請求の範囲の範囲から逸脱することなしに、上記発明を種々に修正
することができることを理解することができるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明のある実施例によるリソグラフィ装置である。
【図２】リソグラフィ投影装置で使用するための液体供給システムである。
【図３】リソグラフィ投影装置で使用するための液体供給システムである。
【図４】リソグラフィ投影装置で使用するためのもう１つの液体供給システムである。
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【図５】リソグラフィ投影装置で使用するためのもう１つの液体供給システムである。
【図６】本発明の特定の実施例による液体除去装置である。
【図７】図６の一部の拡大図である。
【図８】本発明の特定の実施例による液体供給および除去システムである。
【図８ａ】図８の液体供給および除去システムの変形例である。
【図９】図８の液体供給および除去システムの変形例である。
【図１０】図８の液体供給および除去システムのもう１つの変形例である。
【図１１】図８の液体供給および除去システムのさらにもう１つの変形例である。
【図１２】本発明のもう１つの特定の実施例による液体供給および除去システムである。
【図１３】図１２の液体供給および除去システムの変形例である。
【図１４】本発明のもう１つの特定の実施例による液体除去システムのマニフォールドで
ある。
【図１５】図１４のマニフォールドの変形例である。
【図１６】本発明の実施例で使用することができる液流規制システムである。
【図１７】図１６の液流規制システムの変形例である。
【図１８】液体およびガスをそれぞれ抽出するために使用する疎水性および親水性毛細管
である。
【図１９】液体およびガスをそれぞれ抽出するために使用する疎水性および親水性毛細管
である。
【図２０ａ】チャネルから液体およびガスを別々に抽出するための親水性および疎水性毛
細管の使用方法を示す。
【図２０ｂ】チャネルから液体およびガスを別々に抽出するための親水性および疎水性毛
細管の使用方法を示す。
【図２０ｃ】チャネルから液体およびガスを別々に抽出するための親水性および疎水性毛
細管の使用方法を示す。
【図２０ｄ】チャネルから液体およびガスを別々に抽出するための親水性および疎水性毛
細管の使用方法を示す。
【符号の説明】
【００６８】
　ＰＢ　放射線ビーム
　ＩＬ　照明システム（照明装置）
　ＭＡ　パターニング機器
　ＰＭ　第１の位置決め装置
　ＭＴ　支持構造
　Ｗ　基板
　ＰＷ　第２の位置決め装置
　ＷＴ　基板テーブル
　Ｃ　目標部分
　ＰＬ　投影システム
　ＳＯ　放射線源
　ＢＤ　ビーム供給システム
　ＡＭ　調整手段
　ＩＮ　インテグレータ
　ＣＯ　コンデンサ
　ＩＨ　浸漬フード
　ＩＦ　位置センサ
　Ｍ１，Ｍ２　マスク・アラインメント・マーク
　Ｐ１，Ｐ２　基板アラインメント・マーク
　１０　リザーバ
　１２　シール部材
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　１４　第１の出口
　１５　入り口
　２０　液体除去装置
　２１　有孔板
　２２　メニスカス
　３０　多孔板
　３１　チャンバ
　３２　ガス抽出リング
　３３　ガス供給リング
　３４　ガス・ナイフ
　３５　コーナー
　３６　液体軸受
　３７　液体供給チャンバ
　３８　二相抽出チャンバ
　４０　ドレン
　４１　多孔板
　５０　マニフォールド
　５０ａ　内部タンク
　５０ｂ　外部タンク
　５１　二相流
　５２　ガス出口
　５３　液体除去パイプ
　５４　多孔板
　５５　入り口
　５６　出口
　５７　バッフル
　６０　液体供給システム
　６１　浸漬液源
　６２　定流制限器
　６３　可変流制限器
　６４　圧力調整器
　６５　可変流制限器
　６６　定流制限器
　６７　順方向圧力調整器
　６８　逆方向圧力調整器
　６９ａ，６９ｂ　圧力計
　７０　液体抽出チャネル
　７３　メニスカス
　８０　ガス抽出チャネル
　８１　毛細管
　８２　壁部
　８３　メニスカス
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